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参考資料５ 

〇所沢市観光情報・物産館条例施行規則 

令和３年４月３０日 

規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、所沢市観光情報・物産館条例（令和２年条例第２号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の許可の申請） 

第２条 条例第８条第１項の規定により、所沢市観光情報・物産館（以下「物産館」と

いう。）の利用の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、所沢市観

光情報・物産館利用（変更）申請書（様式第１号）を指定管理者（条例第４条に規定

する指定管理者をいう。以下同じ。）に提出しなければならない。 

２ 申請者は、連続した１年間を限度として前項に規定する申請を行うことができる。 

３ 第１項に規定する申請は、物産館の利用を開始しようとする日（以下「利用開始日」

という。）の１年前の日から利用開始日の７日前の日までに行うものとする。ただし、

指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。 

（利用の許可） 

第３条 物産館の利用の許可は、申請の順とする。 

２ 指定管理者は、物産館の利用を許可したときは、所沢市観光情報・物産館利用（変

更）許可書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

３ 前条第１項に規定する申請について、指定管理者は、物産館の利用を許可しないと

きは、その理由を付して申請者に通知するものとする。 

（利用の変更及び取消し） 

第４条 物産館の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許可された事項

を変更しようとするときは、所沢市観光情報・物産館利用（変更）申請書に現に交付

されている所沢市観光情報・物産館利用（変更）許可書を添えて、速やかに指定管理

者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請があった場合において、変更を許可したときは、所沢市

観光情報・物産館利用（変更）許可書を利用者に交付するものとする。 

３ 利用者は、利用の許可の取消しをしようとするときは、所沢市観光情報・物産館利
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用取消申出書（様式第３号）に現に交付されている所沢市観光情報・物産館利用（変

更）許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。 

（附属設備の利用料金） 

第５条 条例別表備考１に規定する規則で定める附属設備の利用料金は、別表に掲げる

額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金の請求及び納入） 

第６条 利用者は、条例第11条に規定する利用料金（以下「利用料金」という。）につ

いて、指定管理者が発行する所沢市観光情報・物産館利用料金納入通知書兼領収書（様

式第４号）により、指定された期日までにこれを納入しなければならない。 

２ 指定管理者は、物産館の利用の許可の期間が１月を超えるときは、利用料金の請求

を１月ごとに行わなければならない。 

３ 利用料金を計算するため、利用者は、指定管理者の求めに応じて必要な事項を報告

しなければならない。 

（利用料金の還付） 

第７条 条例第12条ただし書の市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、利用

料金の全部又は一部を還付することができる。 

(１) 災害その他利用者の責めによらない事由で物産館を利用できなかった場合 

(２) 物産館の管理上の都合により利用の許可を取り消し、又は変更した場合 

(３) その他市長の承認を得て、指定管理者が特に認めた場合 

（利用料金の減免） 

第８条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、所沢市観光情

報・物産館利用料金減免申請書（様式第５号）を指定管理者に提出しなければならな

い。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請について適当と認めたときは、所沢市観光情

報・物産館減免通知書（様式第６号）を交付するものとする。 

（駐車場の利用手続等） 

第９条 駐車場の利用手続等については、前７条（第５条を除く。）の規定にかかわら

ず、市長が別に定める。 

（毀損等の届出） 

第10条 物産館の施設等を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、
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その指示に従わなければならない。 

（原状回復の点検） 

第11条 利用者は、条例第15条第１項の規定により原状に復したときは、関係職員の点

検を受けなければならない。 

（その他） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和３年５月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

附属設備 利用料金（１日につき） 

簡易テント １張 1,650円 

テーブル １台 550円 

椅子 １脚 275円 

電気器具（自動販売機を除

く。）の接続 

1,500ワットにつき550円 
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